
麻薬と医薬品覚醒剤原料の取扱いについて(比較) 

 

（１）法改正により取扱いが同様となった点（下線部が改正点） 

 

注）覚醒剤原料取扱者等とは、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤製造業

者、覚醒剤原料取扱者、覚醒剤原料研究者又は覚醒剤研究者をいう。  

 麻薬の取扱い 

（麻薬及び向精神薬取締法） 

医薬品覚醒剤原料の取扱い 

（覚醒剤取締法） 

携帯輸出入 

許可を受けた場合、自己の疾病の治療目的

で携帯して輸出入可能。 

許可を受けた場合、自己の疾病の治療目的

で携帯して輸出入可能。 

所持 

患者が死亡した場合、相続人等による所持

可能。 

患者が死亡した場合、相続人等による所持

可能。 

返却 

患者、その相続人等から麻薬診療施設や麻

薬小売業者への返却可能。 

患者、その相続人等から病院＊・薬局等へ

返却可能。 

＊ただし、返却できる病院・診療所は、医

薬品覚醒剤原料の交付を受けた病院等に

限る。 

譲渡 

大臣の許可を受けた場合には、麻薬施用施

設の開設者や麻薬小売業者等が麻薬を、麻

薬製造業者等に譲り渡すことが可能。 

大臣の許可を受けた場合には、病院・薬局

等の開設者や往診医師が品質不良等の医

薬品覚醒剤原料を、覚醒剤原料取扱者等に

譲り渡すことが可能。 

廃棄 

調剤済みの医薬品に限り、都道府県職員の

立会いなしに廃棄可能。 

（廃棄後、都道府県知事への届出が必要。） 

交付又は調剤済みの医薬品覚醒剤原料に

限り、都道府県職員の立会いなしに廃棄可

能。 

（廃棄後、都道府県知事への届出が必要。） 

記録 

麻薬診療施設の開設者や麻薬小売業者は帳

簿を備え、必要事項の記録義務あり。 

病院・薬局等の開設者や往診医師は帳簿を

備え、必要事項の記録義務あり。 



（２）取扱いが異なる点 

 

麻 

 

麻薬の取扱い 

（麻薬及び向精神薬取締法） 

医薬品覚醒剤原料の取扱い 

（覚醒剤取締法） 

 

 

免許・指定 

医師等が麻薬を施用のために交付するに

は、麻薬施用者の免許が必要。 

医師等が医薬品覚醒剤原料を施用のため

に交付する際、覚醒剤原料取扱者等の指定

不要。 

 

 

薬局で麻薬を調剤するには、麻薬小売業者

の免許が必要。 

薬局で医薬品覚醒剤原料を調剤する際、覚

醒剤原料取扱者等の指定不要。 

 

返却の相手 

患者、相続人等が返却できるのは、麻薬診

療施設か麻薬小売業者のみ。 

患者、相続人等が返却できるのは、薬局又

は当該医薬品覚醒剤原料の交付を受けた

病院等のみ。 

 

譲受後の 

届出 

患者、相続人等からの返却によって麻薬を

譲り受けた場合、廃棄後に「調剤済麻薬廃

棄届」の届出が必要。 

患者、相続人等からの返却によって医薬品

覚醒剤原料を譲り受けた場合、譲受後速や

かに「交付又は調剤済みの医薬品である覚

醒剤原料譲受届出書」による届出を行うと

ともに、廃棄後に「交付又は調剤済みの医

薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」による

届出が必要。 

 

保管 

保管は、麻薬以外の医薬品（覚醒剤を除く。）

と区別し、鍵をかけた堅固な設備内にて行

う。 

 

保管は、鍵をかけた場所において行う。 


